
個票

医務許認可事務・監視指導 生活衛生課 201

東京都夜間休日連絡通報受理業務委託 地域保健課 195

地域医療保健衛生従事者表彰事務 地域保健課 197

看護師等養成事業費助成 地域保健課 196

薬事衛生許認可事務・監視指導 生活衛生課 199

薬事衛生普及・啓発 生活衛生課 200

公害健康被害補償事業 地域保健課 210

患者相談窓口の運営 生活衛生課 202

歯科医療連携推進事業 健康推進課 205

障害児・者歯科診療 健康推進課 203

ねたきり高齢者歯科診療 健康推進課

結核患者の治療成功率向上事業 保健予防課 211

原爆被爆者援護 保健予防課 214

難病等医療費助成 保健予防課 212

心身障害者医療費助成 障害福祉課 213

204

大気汚染障害者認定審査会事務 地域保健課 209

208地域保健課小児初期救急平日夜間診療事業委託

休日・土曜応急診療事業（固定診療所） 地域保健課 206

休日応急診療事業（輪番制）委託 地域保健課 207

骨髄移植ドナー支援

頁所管課事務事業名

副題

地域保健課 198

施策番号 0301 施策名 医療サービスの確保

地域の医療環境を充実させ、質の高い医療サービスを確保します

-194-



総コスト（①＋②＋③）

決算
1,905 1,505

0 0
1,911

③人件費
業務量(人) 0.05 0.05 0.05

2,306 2,290 1,895

395 385 390

　連絡通報受理業務委託契約を結んでいる「東京
都保健医療情報センター」において、区民等から
の緊急通報の受理及び関係機関への連絡等を行
う。センターから連絡を受けた区は、適切・必要
な対応を行う。
１　感染症発生時の処理
２　食中毒発生時の処理
３　こう傷犬等の処理　　　等

1(4)
地域保健課

366 365委託日数 日 365

東京都夜間休日連絡
通報受理業務委託

健康部
―

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 1 1
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票
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200万円 200 200
総コスト（①＋②＋③）

決算
2,000 2,000

0 0
2,000

③人件費
業務量(人) 0.05 0.05 0.05

2,395 2,385 2,390

395 385 390

　看護師等の養成のための研究・研修事業に要す
る経費の一部を補助する。
【対象】
・葛飾区医師会附属看護専門学校の研究・研修活
　動費（講演会開催経費及び外部研修費用など）
・教材費（実習用、備品・消耗品類の購入）
・図書資料費
【補助金額】
　補助対象経費の１／３の金額で、200万円を限度
とする。（年１回補助）

1(8)
地域保健課

181 163在籍看護学生数 人 209

看護師等養成事業費
助成

健康部
―

補助金額

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 1 1
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票

-196-



個票

担当課

一般 5 1 1
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

　功績があった区内の地域医療・保健衛生業務従
事者の表彰を行う。表彰は、区が主催するもの
と、医師会及び歯科医師会等の関係機関が実施す
る表彰を区が後援して、併せて表彰するものがあ
る。
【区主催による表彰】
①地域医療功労者表彰（内規該当者６名程度)
【関係機関が実施する表彰を区が後援して併せて
表彰】
①救急医療従事者表彰（ 飾救急業務連絡協議会
主催、10名程度）
②地域医療功労者表彰・永年勤続職員表彰（ 飾
区医師会主催、医師30名・職員400名程度）
③永年功労者表彰（ 飾区歯科医師会主催「先輩
に感謝する会」、歯科医師15名程度）

1(12)
地域保健課

330 461表彰者数 人 321

地域医療保健衛生従
事者表彰事務

健康部
―

表彰式開催回数

①執行額(千円)

577 1,022 1,047

395 770 780

総コスト（①＋②＋③）

決算
252 267

0 0
182

③人件費
業務量(人) 0.05 0.10 0.10

4回 3 4
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1件 0 0

0 0
701

③人件費
業務量(人) 0.02 0.15 0.15

総コスト（①＋②＋③）

１　事業内容
　骨髄・末梢血幹細胞の提供可能年齢帯は20～55
歳であり、就業の可能性が高い。骨髄・末梢血幹
細胞の提供率を向上させるために、提供者への休
業補償を含めた助成金、提供者が勤務する事業所
への助成金を支給する。

２　対象者（条件）
（１）提供者
　公益財団法人骨髄バンクが実施する骨髄バンク
事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了
し、骨髄・末梢血幹細胞の採取に伴う通院又は入
院期間において、以下の条件を満たす者。
　①葛飾区に在住している者
　②居住市区町村に骨髄ドナー支援制度がない葛
　飾区内在勤又は在学者
（２）事業所
　公益財団法人骨髄バンクが実施する骨髄バンク
事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供者が従事
する、以下の条件を満たす国内の事業所
　①国・地方公共団体、独立行政法人、提供者が
　個人事業主ではない事業所
　②提供者が複数の事業所で勤務する場合、提供
　者の指定する１つの事業所

３　助成対象・助成額
（１）ドナー（個人）　２万円／日
（２）事業所　　　　　１万円／日
　※それぞれ上限を７日間とする。

1(14)
地域保健課

4 2申請件数（骨髄等提供者） 件 5
骨髄移植ドナー支援

健康部
―

申請件数（事業所）

①執行額(千円)

859 1,785 1,450

158 1,155 1,170
一般 5 1 1

②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

決算
630 280

個票

単位 R4 R5

担当課
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個票

担当課

一般 5 1 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

(1)薬局、麻薬小売業、薬局製剤医薬品製造業・
販売業許可、管理医療機器販売業・貸与業の届
出、医薬品販売業の許可、医薬品等の収去検査、
監視指導、高度管理医療機器等販売業・貸与業の
許認可・監視指導
(2)毒物劇物販売業者の登録、毒物劇物業務上取
扱者の登録、シアン検査、監視指導
(3)有害物質を含有する家庭用品の試買検査、監
視指導

1(1)
生活衛生課

13,572 11,844監視指導数＋収去・試買検査数 件 13,090

薬事衛生許認可事
務・監視指導

健康部
―

許可・更新数＋薬事関係業の届
出数

①執行額(千円)

26,324 21,613 24,635

23,700 18,326 21,840

総コスト（①＋②＋③）

決算
2,674 2,795

613 0
2,624

③人件費
業務量(人) 3.00 2.38 2.80

2,514件 2,639 2,461
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総コスト（①＋②＋③）

決算
33 33
0 0

33

③人件費
業務量(人) 0.10 0.05 0.05

823 418 423

790 385 390

葛飾区薬剤師会研修会における情報提供
　一般社団法人葛飾区薬剤師会が行っている研修
会に参加し、保健所からの情報提供及び意見交換
を行う。

(1)対象
　葛飾区薬剤師会の会員約160薬局
(2)情報提供内容
　法令改正
　患者相談窓口の実績報告

1(2)
生活衛生課

76 71研修会参加人数 人 73
薬事衛生普及・啓発

健康部
―

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 1 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票
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個票

担当課

一般 5 1 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

(1)診療所、歯科診療所、助産所、施術所等の施設
に関する開設、廃止等の届出受理及び病院関係の
東京都経由事務
(2)医療施設等の監視指導
(3)医師、歯科医師、薬剤師、保健師・助産師・看
護師、診療放射線技師等の医療関係従事者に関す
る免許の申請交付事務
(4)有床診療所や透析施設の定例監視（令和６年度
から再開）
(5)施術所の広告監視（令和６年度開始）

1(3)
生活衛生課

1,423 1,598
開設届等各種届出数及び監視指
導件数

件 1,498

医務許認可事務・監
視指導

健康部
―

医務施設等に関する相談件数

①執行額(千円)

13,084 10,829 21,498

13,035 10,780 21,450

総コスト（①＋②＋③）

決算
49 48
0 0

49

③人件費
業務量(人) 1.65 1.40 2.75

1,175件 1,225 1,256
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医療の安全に関する研修会の実
施

―

実施
（オン
ライン
研修）

実施
（オン
ライン
研修）

実施
（オン
ライン
研修）

実施― 実施 実施
総コスト（①＋②＋③）

決算
2,388 2,892

0 0
2,415

③人件費
業務量(人) 0.25 0.17 0.40

4,390 3,697 6,012

1,975 1,309 3,120
１　事業実施内容
(1)区民からの医療相談
(2)医療相談に伴う医療提供施設に対する助言又は
情報提供
(3)医療関係団体との連絡調整
(4)相談者に対する医療安全に係る啓発
(5)医療相談業務に必要な情報の収集及び整理
(6)医療安全支援センターの設置準備（令和６年度
のみ）
２　事業実施方法
　相談事業実施に当たり経験と知識の豊富な人材
を供給できる事業者に業務委託

1(4)
生活衛生課

運営 運営患者相談窓口の運営 ― 運営
患者相談窓口の運営

健康部
―

患者相談の実施状況の情報提供

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 1 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票
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個票

担当課

一般 5 1 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

【概要】
　障害等により、一般の歯科医療機関等で歯科診
療を受けることが困難な区民に対して適切な医療
を確保する。（葛飾区歯科医師会委託事業）
【活動内容】
　区が提供する歯科診療所において診療を行う。
　診療時間：土曜日(午後１時30分～４時30分)
　　　　　　日曜日(午前９時～正午）

3
健康推進課

1,300 1,370延べ受診者数 人 1,288
障害児・者歯科診療

健康部
―

①執行額(千円)

50,678 59,935 50,496

790 770 780

総コスト（①＋②＋③）

決算
59,165 49,716

0 0
49,888

③人件費
業務量(人) 0.10 0.10 0.10
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個票

担当課

一般 5 1 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

【概要】
　在宅療養等により、一般の歯科医療機関等で歯
科診療を受けることが困難な区民に対して適切な
医療を確保する。（葛飾区歯科医師会委託事業）
【活動内容】
①固定診療方式：区が提供する歯科診療所におい
                て診療を行う。
②訪問診療方式：移動不可能な患者に対して、自
                宅または居所に訪問して診療を
                行う。
　診療時間：土曜日(午後１時30分～４時30分)
　　　　　　日曜日(午前９時～正午)

4(1) 等
健康推進課

1,269 1,367延べ受診者数 人 1,326

ねたきり高齢者歯科
診療

健康部
―

①執行額(千円)

73,031 79,642 82,809

1,264 1,232 1,248

総コスト（①＋②＋③）

決算
78,410 81,561

0 0
71,767

③人件費
業務量(人) 0.16 0.16 0.16
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総コスト（①＋②＋③）

決算
360 360

0 0
360

③人件費
業務量(人) 0.01 0.01 0.01

439 437 438

79 77 78
【概要】
　一般の歯科医院等で治療が困難な区民やかかり
つけ歯科医を探している区民に対し、症状等に応
じて訪問や通院により治療を受けることができる
歯科医院等をかかりつけ歯科医紹介窓口にて紹介
する。

【活動内容】
葛飾区歯科医師会に委託して実施
対　　象：・心身に障害のある区民
　　　　　・在宅療養中の区民
　　　　　・かかりつけ歯科医を探している区民
受付日時：月曜～金曜
　　　　　午前10時から正午
　　　　　午後１時から４時
受付場所：かかりつけ歯科医紹介窓口（たんぽぽ
          歯科診療所内）

4(3)
健康推進課

210 254かかりつけ歯科医紹介数 人 210

歯科医療連携推進事
業

健康部
―

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 1 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票
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124日 124 123
総コスト（①＋②＋③）

決算
143,004 143,051

0 0
144,666

③人件費
業務量(人) 0.15 0.23 0.23

145,851 144,775 144,845

1,185 1,771 1,794

　一般医療機関が休診となる休・祝日や夜間等
に、医療が必要となった区民（急病患者）に対し
て、救急医療サービスを提供するため、立石休日
応急診療所（葛飾区医師会館内）と金町休日応急
診療所（金町地区センター内）を設置し、応急診
療を行う。診療所は区が設置し、葛飾区医師会へ
運営委託している。利用者は受診に当たり、保険
診療の自己負担分を負担する。施設の利用案内に
ついては、毎号の広報紙、葛飾区公式ホームペー
ジ、テレホンサービス（ひまわり）などで情報提
供する。

1(1)
地域保健課

7,668 8,413受診者数 人 2,996

休日・土曜応急診療
事業（固定診療所）

健康部
―

開設日数

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 1 4
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票
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個票

担当課

一般 5 1 4
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

  一般の医療機関が休診となる休日や祝日に、医
療が必要となった区民（急病患者）に、身近な地
域で救急医療サービスを提供する。区が葛飾区医
師会、葛飾区歯科医師会、葛飾区休日接骨師連合
会に委託し、各会員（医療機関）の診療所を順番
に開き、救急患者の診療を行う。休日・祝日ごと
に開業する施設の利用案内については、毎号の広
報紙、葛飾区公式ホームページ、テレホンサービ
ス（ひまわり）などで情報提供する。

1(2)
地域保健課

12,647 11,600受診者数 人 11,071

休日応急診療事業
（輪番制）委託

健康部
―

診療日数（医科のみ）

①執行額(千円)

78,074 81,906 81,920

790 1,155 1,170

総コスト（①＋②＋③）

決算
80,751 80,750

0 0
77,284

③人件費
業務量(人) 0.10 0.15 0.15

73日 73 73
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個票

担当課

一般 5 1 4
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

　立石休日応急診療所（葛飾区医師会館内）の施
設を利用し、平日の夜間に小児を対象とした初期
救急医療サービスの提供や電話による医療相談に
対応する。診療所の運営は、区から委託を受けた
葛飾区医師会が行い、医師会会員である区内小児
科医を中心に診療を行う。重篤者等緊急対応が必
要な患者については、東京慈恵会医科大学葛飾医
療センター・東部地域病院と連携し対応してい
る。なお、施設の利用案内については、毎号の広
報紙、葛飾区公式ホームページ、テレホンサービ
ス（ひまわり）などで情報提供する。
　診療・受付日時は、月～金曜日・午後７時30分
～９時45分。

1(3)
地域保健課

471 422受診者数 人 379

小児初期救急平日夜
間診療事業委託

健康部
―

①執行額(千円)

9,529 9,858 9,651

790 1,155 1,170

総コスト（①＋②＋③）

決算
8,703 8,481

0 0
8,739

③人件費
業務量(人) 0.10 0.15 0.15
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個票

担当課

一般 5 1 5
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

【認定者数】
　1,223人(令和７年３月末) 
　気管支ぜん息（18歳未満は気管支ぜん息・慢性気管
支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ）にかかっている
都内在住１年以上で喫煙していない区民が対象。
【申請手続】
　申請後、認定審査会において認定されると医療券を
交付し、医療給付がおこなわれる（東京都が助成）。
有効期限は２年間。更新希望者にも同様の手続きを行
う。 飾区は都からの委任を受け、新規申請（18歳未
満のみ）及び更新申請の案内、受付、審査会の開催、
住所変更などの諸手続きを行う。
【認定審査会】毎月１回開催
【委員】５人（医師）
【任期】２年

1(1)
地域保健課

860 749都への報告件数 件 872

大気汚染障害者認定
審査会事務

健康部
―

認定審査会の開催回数

①執行額(千円)

7,290 7,313 8,110

4,345 4,235 4,290

総コスト（①＋②＋③）

決算
3,078 3,443

0 377
2,945

③人件費
業務量(人) 0.55 0.55 0.55

12回 12 12
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24回 24 24
総コスト（①＋②＋③）

決算
619,150 599,806

0 430
635,068

③人件費
業務量(人) 3.15 3.15 3.15

656,113 639,805 624,806

21,045 20,655 24,570
　指定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息
性気管支炎・肺気しゅ)の医療給付の更新(３年
毎）及び障害等級の見直し(毎年）の申請を受け付
け、認定審査会での審査を経て,被認定者には、補
償給付(療養給付・療養手当・障害補償費・遺族補
償費など)を行う。療養給付は、医療機関・薬局か
ら請求のあった診療報酬明細書等について算定誤
り、重複請求等の一次点検(専門業者委託）後、診
療報酬審査会で審査・決定し支払う。
【審査会】[委員]①認定 11名(医師９名、弁護士
２名) ②診療報酬 ７名(医師５名、薬剤師２名）
[開催]毎月各１回

2
地域保健課

11,832 11,084
診療報酬審査会・認定審査会で
諮問した延べ件数

件 11,941

公害健康被害補償事
業

健康部
―

診療報酬・認定審査会の開催回
数

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 1 5
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票
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936件 960 949
総コスト（①＋②＋③）

決算
707 841

0 0
320

③人件費
業務量(人) 0.95 0.95 0.95

7,825 8,022 8,251

7,505 7,315 7,410

【事務事業の実施内容、手段】
①結核患者に家庭訪問や面接相談の方法により、
治療の継続ができるよう保健指導や療養の支援を
行う。
②ＤＯＴＳ（直接服薬確認治療）検討会を実施
し、医療機関や薬局等の関係機関と連携し地域に
おけるＤＯＴＳを推進する。
③結核患者のＤＯＴＳ評価を行い、治療を中断し
てしまう可能性が高い者については、毎週１回以
上の訪問を行う等、個人にあわせた保健指導を実
施する。
【ＤＯＴＳとは】
  結核という病気は、治療薬を定められた期間中
（６か月以上）飲み続ければほとんど治癒する。
これを中断すると結核菌は、治療薬に対する耐性
を持ってしまう。これは、薬剤耐性結核菌と呼ば
れ、この菌に対する治療方法は、確立されていな
い。治療中断や薬剤耐性結核菌を作り出さないた
めには、医師、看護師、保健師、家族等、患者を
取り巻く周囲の人々の支援が重要である。患者や
その家族及び医療機関、薬局等の関係機関と連携
をとり、服薬を完了させる仕組みのことをＤＯＴ
Ｓ（Directly Observed Treatment ,Short 
Course）という。
【過去の改善実績等】
①喀痰塗抹陽性患者から全結核患者及び潜在性結
核感染症の者に対象を拡大し、実施している。
②結核患者の発生率が高い高齢者と接する機会の
多い介護・福祉分野等の職員を対象とした講演会
を実施し、結核治療継続の重要性について知識の
普及を図っている。

1(2)
保健予防課

0 1
地域の医療機関、薬局等とのＤ
ＯＴＳカンファレンス年間開催
数

回 0

結核患者の治療成功
率向上事業

健康部
―

相談件数

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 2 2
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票
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個票

担当課

一般 5 2 3
②間接額(千円) 3,238

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

【概要】
　区内の難病患者が難病医療費助成、小児慢性特
定疾病医療費助成を申請・更新等する場合、その
受付事務を行う。
【活動内容】
　難病医療費助成、小児慢性特定疾病医療費助成
等の申請書（新規・更新・変更等）を受け付け、
受理し、確認の上、東京都へ進達する。東京都に
おいて診断基準等を審査し、認定した場合は医療
受給者証（医療券）を申請者宛てに郵送により交
付し、その医療に必要な費用の自己負担部分の一
部を助成する。非認定の場合は、都が申請者に通
知を行う。不服申立ては直接東京都に行われる。

9(2) 等
保健予防課

7,345 7,458医療費助成申請件数 件 7,461
難病等医療費助成

健康部 保健セン
ター

（内訳）
難病医療費
申請件数（諸届含む）

①執行額(千円)

26,569 27,773 33,803

16,619 16,903 19,085

総コスト（①＋②＋③）

決算
7,844 11,333
3,026 3,385

6,712

③人件費
業務量(人) 2.41 2.51 2.70

（内訳）
Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療医
療費申請件数

件 324 315 324

7,030件 6,768 7,134
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個票

担当課

― ― ― ―
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

【概要】
　心身障害者に対し、医療費の一部を助成することによ
り、心身障害者の保健の向上に寄与するとともに、心身
障害者の福祉の増進を図る。
【活動内容】
１　現物給付
　医療保険の自己負担額を医療機関等の窓口で負担する
のではなく、一部負担金等相当額のみを支払う。都外契
約医療機関においても同様。
２　現金給付
　医療保険の自己負担額を医療機関の窓口で支払い、領
収書を添付して医療助成費の支給申請を行い、償還を行
う。国保加入者については東京都から執行委任を受け助
成を行い、社保・後期高齢加入者については、東京都が
直接助成を行っている。
３　自己負担
　住民税非課税者は負担なし。住民税課税者は１割負担

―
障害福祉課

3,936 3,873受給者数 人 3,948

心身障害者医療費助
成

福祉部
保健予防課

医療費助成件数

①執行額(千円)

10,665 9,240 9,360

10,665 9,240 9,360

総コスト（①＋②＋③）

決算
0 0
0 0

0

③人件費
業務量(人) 1.35 1.20 1.20

2,650件 2,811 2,639
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個票

担当課

一般 5 2 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

【概要】
　被爆者と被爆者の子（２世）に対して、東京都
が医療費の給付や手当の支給等の援護事業を実
施。
【活動内容】
　申請を受け付け、書類を東京都に進達する。

9(2) 等
保健予防課

21 29申請件数 件 25
原爆被爆者援護

健康部
―

①執行額(千円)

79 77 312

79 77 312

総コスト（①＋②＋③）

決算
0 0
0 0

0

③人件費
業務量(人) 0.01 0.01 0.04
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個票

難病対策地域協議会 保健予防課 221

難病リハビリ教室 保健予防課 224

難病医療相談 保健予防課 222

難病患者福祉手当 保健予防課 226

難病患者訪問相談・指導 保健予防課 223

難病患者・家族支援 保健予防課 225

在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護 保健予防課 230

在宅難病患者一時入院 保健予防課 228

在宅重症心身障害児（者）訪問 保健予防課 229

小児慢性特定疾病医療費負担事業 保健予防課 227

在宅医療の推進 地域保健課 216

ぜん息教室 地域保健課 218

ぜん息児水泳教室 地域保健課 217

音楽訓練教室 地域保健課 220

公害認定患者家庭療養指導事業 地域保健課 219

頁所管課事務事業名

副題

施策番号 0302 施策名 在宅医療の推進

医療と介護の連携を深め、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにします
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在宅療養セミナー　参加者数 人 53 32 90

99件 26 23
総コスト（①＋②＋③）

決算
19,305 19,531

0 0
19,293

③人件費
業務量(人) 0.60 0.70 0.70

24,033 24,695 24,991

4,740 5,390 5,460①医療連携相談員の設置
　医療機関、高齢者総合相談センター等へ在宅療
養について情報提供した。また、訪問診療等の支
援調整を行う医療連携相談員を区医師会に設置
し、相談に応じた。
②在宅医療介護連携推進会議の開催
　多職種間連携強化のため、医療と介護の専門職
で構成され、会議は年２回実施。
③在宅療養患者・高齢者搬送支援事業の実施
　在宅療養中の区民が病院での検査や入院が必要
となる際の病院救急車による搬送事業を葛飾区医
師会に委託して実施した。
④在宅医療に関する普及啓発
　区民向けセミナーは２回実施。在宅療養ガイド
ブックを在宅療養関係者に配布。

1(10)
地域保健課

124 151医療連携相談員　相談件数 件 114
在宅医療の推進

健康部
―

在宅療養患者・高齢者搬送支援
事業　搬送件数

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 1 1
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票
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個票

担当課

一般 5 1 5
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

　ぜん息を持つ区内在住の小学生を対象として、
平成17年度より事業開始。当初は区が委託する水
泳指導員が指導していたが、平成20年度からス
ポーツクラブに業務委託。令和元年度より区内を
東西に分け、２会場にて実施。専任コーチがぜん
息に勝つ体力づくりを、個人の目標に合わせて指
導していく。
【対象者】ぜん息を持つ区内居住の小学生
【募集人数】  60人（各会場30人）
【費用】無料（保険料の負担あり）
【時期・回数】６月～３月　年間36回
【実施場所】民間スポーツクラブ
※令和２,３年度は、新型コロナウイルス感染拡大
のため中止。令和４年度からは各会場30名定員で
開催している。

3(1)
地域保健課

1,364 1,334参加者数（延人数） 人 1,459
ぜん息児水泳教室

健康部
―

開催日数

①執行額(千円)

6,046 6,047 6,387

790 770 780

総コスト（①＋②＋③）

決算
5,277 5,231

0 376
5,256

③人件費
業務量(人) 0.10 0.10 0.10

72日 72 72
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4日 ― 4
総コスト（①＋②＋③）

決算
155 156

0 376
0

③人件費
業務量(人) 0.05 0.05 0.05

395 540 922

395 385 390　ぜん息に関する正しい知識を普及し、自己管理
方法、予防改善方法、発作時等における症状の軽
減を図ることを目的にぜん息教室を実施する。
【知識普及講習会】
　ぜん息児水泳教室に応募した保護者及びぜん息
の子どもを持つ保護者を対象に、年２回実施。医
師又は看護師による知識の普及や療養上の指導を
行う。 
【成人ぜん息教室】
　公害認定患者及び一般公募に応募した方を対象
として年２回実施。医師及び理学療法士による知
識の普及や腹式呼吸を取り入れた体操などを行
う。※令和２～４年度は新型コロナウイルス感染
拡大のため中止。令和５、６年度は年２回実施し
た。

3(2)
地域保健課

63 53参加者数 人 ―
ぜん息教室

健康部
―

開催日数

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 1 5
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票

-218-



個票

担当課

一般 5 1 5
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

　公害認定患者に対して、保健師が電話又は訪問
することで、近況を把握するとともに、療養上必
要な助言・指導を行う。

【時 期】
  通年（おおむね３年に１回は、助言・指導を行
う）
【公害認定患者数】
  762人（令和７年３月末現在）

3(3)
地域保健課

44.1 48.6助言・指導率 % 46.7

公害認定患者家庭療
養指導事業

健康部 保健セン
ター

助言・指導を行った患者数

①執行額(千円)

2,216 1,621 2,092

2,212 1,617 1,716

総コスト（①＋②＋③）

決算
4 0
0 376

4

③人件費
業務量(人) 0.28 0.21 0.22

359人 380 375
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4日 ― 4
総コスト（①＋②＋③）

決算
148 290

0 376
0

③人件費
業務量(人) 0.05 0.05 0.05

395 533 1,056

395 385 390
　区内在住で気管支ぜん息の心配のある３歳から
小学校２年生までの児童とその保護者を対象に、
専門指導員（音楽療法士）が、歌や踊り、楽器の
使用などの指導を通して、自然な形で腹式呼吸を
習得させ、発作時の症状を軽減させる。
　保護者にも、腹式呼吸の方法や効果などを説明
し、家庭内で取り組むことができるよう促す。
　【開催】２回開催（１回２日制）　
　【会場】新小岩地区センター、亀有地区セン
ター
　【募集方法】広報紙・区ホームページ掲載、小
　　　　　　　学校・保育園・医療機関等にちら
　　　　　　　し配布
　【参加費】無料
※令和２～４年度は新型コロナウイルス感染拡大
のため中止。令和５・６年度は４回実施した。

3(4)
地域保健課

38 23参加者数（延人数） 人 ―
音楽訓練教室

健康部
―

開催日数

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 1 5
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票
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総コスト（①＋②＋③）

決算
76 60
0 0

64

③人件費
業務量(人) 0.13 0.13 0.05

1,091 1,077 450

1,027 1,001 390

　難病患者及びその家族への支援に関する課題を
共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るととも
に、難病対策の在り方について協議する。

9(1)
保健予防課

1 1開催回数 回 1
難病対策地域協議会

健康部
―

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 2 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票
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5回 4 4
総コスト（①＋②＋③）

決算
182 157

0 0
149

③人件費
業務量(人) 0.07 0.07 0.05

702 721 547

553 539 390

【概要】
　神経系難病専門医師による総合的な医療相談を
実施する。

【活動内容】
　広報で周知し、保健師が相談趣旨を確認し予約
を受け付ける。医療相談日に保健所において、専
門医による診断や治療方法についての医療相談、
医療機関の紹介、看護方法や療養生活上の相談、
リハビリの相談、福祉サービス等の紹介を行う。

9(2)
保健予防課

19 16難病医療相談者数 人 12
難病医療相談

健康部
―

難病医療相談実施回数

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 2 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票
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個票

担当課

一般 5 2 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

【概要】
　難病の患者に対する医療費等に関する法律（平
成26年法律第50号）第１条に規定する難病患者等
で療養指導を必要とする者に対して保健師等がそ
の家庭を訪問して、健康問題を総合的に把握し、
必要な看護等の実技指導を行うことにより、難病
患者の心身機能の低下の防止、健康の保持増進及
び療養の改善適正化を図る。

【活動内容】
（１）介護予防に関すること（閉じこもりの予
防、転倒の予防その他の介護を要する状態になる
ことの予防に必要な指導）
（２）家庭における療養方法に関すること（栄
養、運動、口腔衛生その他家庭における療養方法
に関する指導
（３）家庭における機能訓練方法、住宅改造及び
福祉機器の使用に関すること
（４）家庭介護を担う者の健康管理に関すること
（５）生活習慣病の予防等に関すること
（６）諸制度の活用方法等に関すること（保健、
医療、福祉、介護保険その他の諸制度及びサービ
スの活用方法等についての情報提供、相談、指導
及び調整）
（７）緊急の場合の相談先等に関すること
（８）その他健康管理上必要と認められる指導

9(3)
保健予防課

382 341
在宅難病療養者等に訪問指導を
行った延べ人数

人 345

難病患者訪問相談・
指導

健康部 保健セン
ター

在宅難病療養者の実人員

①執行額(千円)

8,737 9,384 9,338

7,118 7,811 7,831

総コスト（①＋②＋③）

決算
1,573 1,507

0 0
1,619

③人件費
業務量(人) 0.92 1.03 1.02

119人 96 118
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個票

担当課

一般 5 2 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

【概要】
　パーキンソン病や脊椎小脳変性症等の神経難病
の患者に対して、心身の機能の維持回復に必要な
機能訓練を実施することにより、日常生活の自立
を助け、閉じこもり状態を防止するとともに、要
介護状態の予防を図る。

【活動内容】
　在宅特定疾病（神経難病）患者のうち、機能訓
練の申し込みがあり、かつ主治医の同意が得られ
た方（登録者）に対し、理学療法士等や指導員補
助・保健師が、保健所施設内において身体機能の
維持回復に必要な機能訓練と、療養生活のための
情報提供を月２回実施する。利用期間は年度単位
とし、継続を必要とする場合は、主治医の診断の
もと再審査により決定する。

9(4)
保健予防課

102 157教室参加延べ人数 人 82
難病リハビリ教室

健康部 保健セン
ター

教室開催回数

①執行額(千円)

1,551 1,509 1,522

1,106 1,001 1,014

総コスト（①＋②＋③）

決算
508 508

0 0
445

③人件費
業務量(人) 0.14 0.13 0.13

24回 21 24
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個票

担当課

一般 5 2 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

１　講演会の開催
　難病患者及び家族が安定した療養生活を確保
し、ＱＯＬを向上させることを目的に、自らの疾
患や日常生活の仕方等について学ぶために、専門
家による講演会を開催する。

２　地域難病ネットワーク事業
　難病患者を地域で総合的に支援していくため
に、難病患者をとりまく各関係者が、葛飾区の難
病対策の推進に関する研修や情報交換などを行う
ことにより、保健、医療、福祉の療養支援ネット
ワークの構築を図る。

9(5)
保健予防課

1 1難病患者支援事業開催回数 回 1
難病患者・家族支援

健康部
―

①執行額(千円)

553 539 404

553 539 390

総コスト（①＋②＋③）

決算
0 14
0 0

0

③人件費
業務量(人) 0.07 0.07 0.05
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個票

担当課

一般 5 2 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

【概要】
　難病等の患者に対して手当を支給することによ
り、福祉の増進を図る。
【活動内容】
　難病等にり患している方に、月額15,500円を４
月、８月、12月に支給する。支給対象とする難病
は、法律（難病の患者に対する医療等に関する法
律）及び東京都規則（東京都難病患者等に係る医
療費等の助成に関する規則）に規定する医療券の
交付対象となる疾病。ただし、本人（20歳未満の
場合は扶養義務者の）所得が定められた金額（扶
養親族ゼロの場合、3,604,000円（令和7年8月以降
は3,661,000円））を超える場合は対象外である。

10
保健予防課

2,335 2,421手当受給者数 人 2,236
難病患者福祉手当

健康部 保健セン
ター

①執行額(千円)

415,477 432,695 459,894

8,843 8,633 12,228

総コスト（①＋②＋③）

決算
424,062 447,666

0 0
406,634

③人件費
業務量(人) 1.37 1.36 1.76
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個票

担当課

一般 5 2 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6
予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

【概要】
　小児慢性特定疾病に罹患する者の保護者または
成年患者に対し、当該疾病にかかる医療費を助成
することで、長期療養を必要とする児童の健全育
成を図る。
　また、日常生活用具を給付することにより、小
児慢性特定疾病児童等の日常生活を支援する。

【活動内容】
●医療費助成
　１．小児慢性特定疾病医療費助成等の申請書
　（新規・更新・変更等）を受理する。
　２．区は、診断基準等に該当するか審査し、認
　定の場合は医療受給者証を、非認定の場合は、
　非認定通知書を申請者あてに郵送により交付す
　る。
　３．保護者又は成年患者が医療受給者証を医
　療機関、薬局または訪問看護ステーションに提
　示することで、医療に必要な費用の自己負担部
　分の一部が助成される。

　令和５年９月までは、区は１のみを行い、２以
降は東京都が行っていた（進達業務）。令和５年
10月に葛飾区児童相談所が開設されたことに伴
い、小児慢性特定疾病医療費助成に関する事務が
東京都から移管されたため、令和５年10月以降は
１～３を区が行った。

●日常生活用具の給付
　当該患者の保護者又は成年患者から利用の申し
出を受け、申請書及び保健師の訪問調査に基づき
審査を行い決定する。

11
保健予防課

318 310

小児慢性特定疾病医療費助成申請件数
（令和５年９月までは東京都への進達業務。
令和５年１０月からは葛飾区で認定処理を
行っている。）

件 369

小児慢性特定疾病医
療費負担事業

健康部 保健セン
ター

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具
申請件数

①執行額(千円)

2,443 32,362 93,929

1,975 8,778 15,444

総コスト（①＋②＋③）

決算
23,584 78,485

0 0
468

③人件費
業務量(人) 0.25 1.14 1.98

2件 12 4

-227-



個票

担当課

一般 5 2 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

【概要】
　難病患者の在宅生活を支えている家族等の介護
者が、自身の病気や事故等の理由によって一時的
に介護ができなくなった場合に、指定の医療機関
に入院できる。（原則１か月以内）
【活動内容】
　申請を受け付け、書類を東京都に進達する。

9(6) の一部

保健予防課
5 5進達件数 件 5

在宅難病患者一時入
院

健康部 保健セン
ター

①執行額(千円)

1,264 1,232 1,560

1,264 1,232 1,560

総コスト（①＋②＋③）

決算
0 0
0 0

0

③人件費
業務量(人) 0.16 0.16 0.20
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総コスト（①＋②＋③）

決算
0 0
0 0

0

③人件費
業務量(人) 0.47 0.44 0.53

3,663 3,340 4,084

3,663 3,340 4,084

【概要】
　家族が自信を持って子どもの在宅療育にあたれ
るよう、看護師が家庭を訪問し、健康管理や看護
技術の指導、療育に関する相談等の支援を行う。
【活動内容】
　申請を受け付け、書類を東京都に進達する。

9(6) の一部

保健予防課
0 1進達件数 件 0

在宅重症心身障害児
（者）訪問

健康部 保健セン
ター

①執行額(千円)

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

担当課

一般 5 2 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

個票
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個票

担当課

一般 5 2 3
②間接額(千円) 0

事務事業名
担当部

関係課 決算状況 活動指標

R6

予算説明書（会計、款、項、目、説明等）

内訳 R4 R5 R6
事業内容

単位 R4 R5

【概要】
　在宅で、人工呼吸器を使用しながら療養してい
る難病患者が、１日複数回の訪問看護ステーショ
ン等の訪問看護を受けられるようにする。
【活動内容】
　申請を受付け、書類を東京都に進達する。

9(6) の一部

保健予防課
1 1進達件数 件 1

在宅人工呼吸器使用
難病患者訪問看護

健康部 保健セン
ター

①執行額(千円)

8,191 7,830 8,555

8,191 7,830 8,555

総コスト（①＋②＋③）

決算
0 0
0 0

0

③人件費
業務量(人) 1.04 1.02 1.10
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